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第1章　計画策定の背景

第1節　計画策定の背景及び主旨

近年、全国各地で鉄軌道やバス路線、旅客船航路の廃止が相次ぎ、交通空白地帯が年々拡大していくことが問題視されています。

また、過度に自動車に依存した生活スタイルは、交通渋滞、環境問題を生じさせているとともに、公共交通の利用者を減少させ、公共交通の維持存続が困難となる地域も見られるようになりました。さらに「団塊の世代」の退職により今後、益々少子高齢化が進むことが見込まれ、自動車を利用できない市民にとって、地域公共交通の維持・確保は重要な課題となっています。

公共交通の衰退と市街地の拡大による都市機能の拡散は、全国の地方都市が抱える共通の課題となっていますが、本市は、太田、尾島、新田、藪塚地域がそれぞれ独自に発展を遂げ、それらが合併し市域が広域化したことから、多極分散型の都市構造となり、公共交通についての課題も多岐に渡っています。

また、現在の市営バスの運行は、高齢者の通院や高校生の通学利用を対象としており、１日の路線バス等の便数も3～6便と通勤者は利用できない状況となっています。

都市郊外型の店舗が増え自家用車の利用が定着していることから、市営バスの利用者数は年々減少しています。この結果、運行赤字は増大し続けており、行政の財政負担も比例して増え、「負のスパイラル」から抜け出せずにいます。

このような状況を踏まえ、地域の公共交通の活性化・再生を図るためには、交通事業者の経営努力や利用者の追加負担だけでは限界があり、今こそ、地域の公共交通を支える新たな仕組みづくりなど取組みが必要となっています。

そこで、本計画では、平成19年10月に施行された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、本市全体における今後の公共交通のあり方を示す「太田市地域公共交通総合連携計画」を策定するものです。

第2節　計画の目的

現在、本市が抱えている公共交通空白・不便地域への対応、不採算バス路線対策等の課題の解決を図るためには、既存のバス路線では十分対応できない状況にあります。

そのため、平成１８年１０月道路運送法の一部改正により、地域住民等関係者の合意があれば、乗合バス以外の手段でも乗合事業が可能となったことから、バス路線の全面再編を基本とし、既存交通である東武鉄道、民間バス、タクシーと連携を図りながら、地域公共交通の活性化・再生を図っていくものとします。

第2章　太田市の概況

第1節　地形・地勢

太田市は、関東地方の北西部に位置し、北部の山地が広大な関東平野へ遷移する地形の変換点に立地しています。

北の足尾山地とそこから流出する渡良瀬川、南の奥利根山地に源を発する利根川が市域を区切り、行政上は群馬県東南部の隣接県との県境が狭くなる地点で、鶴の舞う姿に似た群馬県の喉頚にあって、市の北東部境界は栃木県足利市、南は埼玉県熊谷市に接し、北部は群馬県桐生市、西部は伊勢崎市、東部は邑楽郡大泉町、邑楽町に囲まれています。

首都東京からは80㎞の位置にあり、東西が16.8㎞、南北が16.6㎞、周囲が81.7㎞、面積は176.49k㎡です。

市の東部にある市役所の所在地点でみると、絶対位置は北緯36゜17’、東経139゜22’にあたり海抜42ｍで日本列島のほぼ中央部に位置しています。また、表日本と裏日本の最も幅の広い地域の中間点に存在しており、この位置は、気候的条件や農業生産等の面では日本列島の中で南と北、裏と表の漸移地帯の性格を有しています。

市街地は東武鉄道太田駅を中心として放射線状に展開し、そこから国道、県道沿いに人家が密集しており、市の北東部では金山丘陵、八王子丘陵が海抜230ｍ～260ｍをもって連なり、西部、南部、東部は関東平野に通じてひらけ、休泊堀用水、新田堀用水、岡登用水、八瀬川、蛇川、聖川、大川、高寺川、石田川、早川等の中小河川が南北縦走し、利根川に流入しています。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田市の地勢図

第2節　気候

太田市の年間平均気温は14.0℃～15℃で、降水量は平均85.4mmとなっています。例年12月から翌年5月にかけて北西の季節風が吹き、乾燥した気候となっています。夏期は気温が高く熱雷が発生しやすい気候となっています。各季節の気候の特徴については、次のとおりです。

◇春期　（3月～5月）

移動性の高気圧に支配される時期で、気象の変化は早く、降水回数も増しており、前半は北西季節風が強くなっています。

◇梅雨期（6月～7月前半）

本州付近に前線が停滞しがちで曇雨天が続き、雷雨の発生が多くなり、末期には大雨となることがあります。

◇盛夏期（7月後半～8月）

夏型の安定した天気が続き、気温が高く雷雨の発生が多くなります。

◇秋期（9月～11月）

残暑型から秋霜をへて後半移動性高気圧型となります。

◇冬期（12月～2月）

概して西高東低の冬型の気圧配置がつづく時期で、北西季節風が卓越し、晴天の日が多く雨量は少なく乾燥します。

第3節　地域構成

太田市は、江戸時代には大光院の門前町、日光例弊使街道の宿場町として栄えました。また文政10年（1827年）に、太田町組合50ヶ村 （近郷含、73ヵ村）の寄場村（新郷）として、さらには地方小商業の在郷町として発達する等、地域経済的にも行政的にも近郷近在の中心地として各村落が独自の発展をしてきました。

行政面では、昭和23年5月に、県下5番目の市制を施行するとともに、同32年に強戸村、休泊村を、同35年に矢場川村を、同38年には宝泉村、毛里田村をそれぞれ合併し、市域97.96km2を構成するに至りました。さらに、平成17年3月28日に尾島町・新田町・藪塚本町と合併し、現在では、合計市域は176.49km2となりました。

この間、昭和35年の首都圏市街地開発区域の指定に基づいた同38年からの整備計画により、土地区画整理事業や幹線道路網の整備等による都市基盤の整備、工業団地の造成や工業用水道の敷設等による産業基盤の整備等による生活環境の整備が進み、また、同46年の新都市計画法に基づいた市街化区域、市街化調整区域の指定や同48年の新用途地域の指定により、計画的な市街地の整備が進みました。

昭和40年代～50年代にかけては、市民会館、運動公園、社会教育総合センター、老人センター等の教育・文化施設や福祉施設が整備され、さらに、平成に入ると東毛学習文化センター、ぐんまこどもの国等東毛地域の中核都市にふさわしい県立の大規模な施設の整備も進みました。

このような状況のもとで本市は、東毛地区の中核都市として、さらには両毛地域の拠点都市として発展を続けており、平成17年3月28日に旧太田市・旧尾島町・旧新田町・旧藪塚本町が合併し新太田市となり、合併時の人口は208,230人、世帯数は75,018世帯となり、群馬県第3位の都市となっています。

第4節　人口分布

（1）人口の推移

平成20年4月現在の太田市の総人口は218,981人となっており、年少人口（14歳以下）は15.3％、生産人口（15歳～64歳）は65.7％、高齢人口（65歳以上）は18.9％となっています。過去5年間の推移を見ると、年少人口に大差はありませんが、高齢人口は年々増加傾向を示し平成16年に比べ2.3％増加しています。
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（2）将来人口

　（財）人口問題研究所が推計した太田市の人口構成の推移では、少子高齢化傾向が強まると予測されます。高齢化率では2015年で24.3％、2035年では29.6％と予測され、超高齢社会となるため高齢者等への公共交通機関の位置づけが重要となってきます。
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（3）人口分布

　行政区ごとの人口分布を見ると、人口の多い地区は旧太田地区である市東部に集中しており、特に「九合地区」、「宝泉地区」の人口が多くなっています。
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第5節　道路状況

　太田市は、市内中心部に富士重工業の工場があり、道路がその工場を迂回する形となっています。そのため、道路により南北、東西の軸がなく、市内中心部を通過する国道407号線においても路線がクランク状となり、右左折車による渋滞が慢性化しています。

　郊外においては、比較的道路は直線状に配置されており、局所的な渋滞は発生していますが、目だった混雑はありません。

第6節　公共施設分布

　公共施設は、各地区に行政センターがありますが、その他公共施設は、旧太田市、旧新田町、旧尾島町、旧藪塚本町中心部に集中している傾向があります。

　また、旧太田市の鳥山地区には、法務局や警察署、消防本部などが集中しています。

第7節　観光

　太田市の観光は、大光院を中心に周辺にはぐんまこどもの国、金山城跡があり、新田地域には反町薬師、生品神社、尾島地域には世良田東照宮、藪塚地域にはやぶ塚温泉があり、市内各所に観光地が散在しています。

第3章　太田市の公共交通の現状

第1節　現在の路線バス運行形態

現在、市内には市営バス（㈱矢島タクシーへ委託）として、11路線35系統が走り、広域バスとして邑楽方面、大泉・千代田町方面から2路線、伊勢崎市営バスが1路線乗り入れています。

　また、民間バス路線では、太田駅～熊谷駅間（妻沼経由）を朝日自動車㈱が運行しているほか、同駅間の直通シャトルバスとイオンSC便を矢島タクシーが運行しています。

表1　市営バス運行状況

	路　線　名
	運　　行　　区　　間
	系統数
	運行本数

	九合線 
	太田駅南口～西矢島～県立がんセンター
	1系統
	3往復

	毛里田線 
	太田駅南口～桐生温泉湯らら
	4系統
	3.5往復

	沢野線 
	太田駅南口～下浜田町～県立がんセンター
	1系統
	3.5往復

	韮川線 
	太田駅南口～カンケンプラザ～休泊行政センター
	1系統
	3往復

	休泊線 
	太田駅南口～イオン太田ＳＣ
	2系統
	3往復

	宝泉線 
	太田駅南口～木崎駅北
	3系統
	3.5往復

	強戸・藪塚線 
	太田駅南口～第一病院
	5系統
	4往復

	新田線 
	太田駅南口～境トレセン
	4系統
	6往復

	尾島線 
	太田駅南口～県立がんセンター～尾島歴史公園
	3系統
	5往復

	新田循環線 
	新田北循環・新田南循環

［ユーランド新田を起終点とする循環］
	6系統
	3往復

	
	木崎駅線［市公民館～木崎駅北］
	3系統
	3往復

	太田市街循環線 
	太田駅南口を起終点とする循環
	2系統
	4本

	
	合計
	35系統
	


なお、現在の市営バス運行範囲は次ページの「現在のバス路線図」に示します。

第2節　市営バス乗客数

　平成19年度における市営バス（11路線36系統）の利用者数は121,964人、1日平均利用者数は335人となっています。

　平成17年度に利用者は26万人となりましたが、これは合併年度で旧3町バスの合算による増加であり、平成13年度以降の利用者数は減少傾向にあるといえます。

　この傾向は今後も続くものと考えられ、路線の再編や運行形態の見直しが必要であると考えられます。

表2　市営バス利用者数の推移

	運営年度
	平成

13年度
	平成

14年度
	平成

15年度
	平成

16年度
	平成

17年度
	平成

18年度
	平成

19年度

	利用者数（人）
	201,203
	177,977
	168,999
	147,008
	263,159
	132,159
	121,964

	利用者数

（人/日）
	553
	489
	464
	403
	723
	365
	335

	備考
	7路線
27系統
	7路線
26系統
	同左
	7路線
36系統
	7路線
58系統
	11路線
36系統
	同左


※平成17年度の利用者数は、1市3町の合併年度により利用人数が増加しています。また、平成18年度は市営バスからスクールバスを分離したため、利用者が減少したものと考えられます。
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図1　市営バス利用者の推移

第3節　市営バス収支状況

　市営バスは、市がバス事業者にバス運行を委託し、運行収入から運行費用を差し引いた額（赤字額）をバス事業者に補てんしています。

　平成13年度では赤字負担額が1億1462万円でしたが、路線の見直し、運行経費の節減により、平成19年度の赤字負担額は約4,000万円減の7,359万円となっています。

　しかし、収支率（運送経費に占める運賃収入の割合）で見ると、平成13年度は25％であったのに対し、平成19年度では16％と年々減少傾向にあります。
表3　市営バス運営状況の推移

	運営年度
	13年度
	14年度
	15年度
	16年度
	17年度
	18年度
	19年度

	運送経費

（千円）
	152,252
	146,395
	138,208
	140,619
	144,478
	87,391
	87,276

	運送収入

（千円）
	37,634
	35,426
	34,860
	32,634
	27,693
	14,485
	13,690

	赤字負担額

（千円）
	114,618
	110,969
	103,348
	107,985
	116,785
	72,906
	73,586

	収支率
	25%
	24%
	25%
	23%
	19%
	17%
	16%

	備考
	7路線
27系統
	7路線
26系統
	同左
	7路線
36系統
	7路線
58系統
	11路線
36系統
	同左
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図2　赤字負担額と収支率の推移

第4節　一人当りの輸送単価

　平成19年度における各路線の一人当たりの輸送単価は以下の表のとおりです。最も単価が安いのは新田線の272円となっていますが、運賃の200円を72円上回っています。

　また、最も輸送単価が高いのは新田循環の1,986円となっており、4路線において輸送単価が1,000円を超えています。（表中網掛け路線）

　運賃との差額が大きいほど市からの財政支出が大きくなり、このような不採算路線を見直し、経営を安定させるためにも、本計画による路線、運賃、ダイヤの再編が急務となっています。

表4　路線毎の輸送単価（平成19年度実績値）

	路線名
	年間運行費用（円）
	年間乗客数（人）
	一人当たりの

輸送単価（円）
	（参考）1便

平均乗客数

	九合線
	4,947,136
	5,762
	859
	4.5

	毛里田線
	6,243,935
	8,035
	777
	5.7

	沢野線
	5,273,264
	9,718
	543
	7.1

	韮川線
	6,649,813
	4,730
	1,406
	4.2

	休泊線
	4,255,526
	3,174
	1,341
	2.5

	宝泉線
	6,921,861
	11,793
	587
	8.9

	強戸・藪塚線
	13,563,019
	8,580
	1,581
	4.8

	新田線
	10,722,279
	39,411
	272
	17.0

	尾島線
	11,568,136
	20,669
	560
	10.5

	新田循環線
	15,656,498
	7,882
	1,986
	2.7

	太田市街

循環線
	1,473,975
	2,210
	667
	1.9

	合計
	87,275,442
	121,964
	716
	7.6

	群馬県全体平均
	約500円
	


第5節　市内バスのカバー圏域

　現在の市内バス路線におけるカバー圏域（路線に対し左右300m幅）は、下表より、市営バスで87.23km2、民間路線及び広域バス路線を合わせると101.99 km2となっており、太田市及び大泉町の居住地面積（山林、農耕地を除いた面積：119.44km2）の85.4％をカバーしています。

　また、東武鉄道におけるカバー圏域（半径1km）は、11駅で3.14km2×11＝34.54km2となっています。

　しかし、市営バス路線には運行重複区間が14.12kmあり、カバー圏域も重複してしまうことから、効率的な路線の見直しが必要となります。

表5　現在の公共交通カバー圏域

	
	路線延長（km）
	カバー圏域（Km2）

	九合線
	11.36
	6.82

	毛里田線
	11.54
	6.92

	沢野線
	7.54
	4.52

	韮川線
	15.47
	9.28

	休泊線
	11.72
	7.03

	宝泉線
	15.47
	9.28

	強戸・藪塚線
	22.02
	13.21

	新田線
	11.43
	6.86

	尾島線
	17.17
	10.30

	新田循環線
	15.62
	9.37

	太田市街循環線
	6.05
	3.63

	市営バス計
	145.39
	87.23

	民間バス路線
	12.6
	7.56

	広域バス路線
	12.0
	7.2

	民間・広域バス計
	24.6
	14.76

	合計
	169.99
	101.99

	重複区間
	14.12
	8.47


※重複区間は、韮川・休泊線1ｋｍ（バス停3箇所）、木崎・新田南北循環12.4ｋｍ（バス停２７個所）、尾島・九合線0.72ｋｍ（バス停3箇所）です。

第6節　鉄道の乗降客数

　過去5年間における東武鉄道の各駅年間乗降客数は、太田市内及び大泉町内の11駅で800万人付近で推移しており、平成19年度では、8,224,796人となっています。

　平成19年度において最も乗降客数が多いのは太田駅で3,588,572人となっており、11駅中で43.6％を占めています。以下、木崎駅、細谷駅の順となり、最も少ないのは三枚橋駅で143,904人となっています。

　また、大泉町の3駅では、平成19年の乗降客数は1,298,846人となり、15.8％を占めています。
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図3　太田市及び大泉町内駅の年間乗降客数

第4章　地域公共交通総合連携計画

第1節　基本的な考え方
太田市は古くから新田荘として栄え、各地域が独自に発展を遂げたことから、現在は多極分散型の都市構造となっています。明治43年には東武鉄道が浅草～伊勢崎間で開通したほか、大正から昭和初期にかけて、現在の桐生線、小泉線が整備されました。また、昭和40～50年までは、東武バス、群馬中央バスの路線が、現在の市全域を運行していました。

しかし、本市は自動車産業が主な第一産業であり、全国的にも１世帯当たりの自動車保有台数が高い都市であることから、昭和40年代以降、急激に公共交通から自動車への利用転換が進展し、東武バスの全面撤退など平成に入ってからは、バス路線の廃止、縮小が相次ぎました。

　また、鉄道駅から離れた場所への住宅団地の造成や大型ショッピングセンターの郊外立地など、自動車利用を前提とした都市構造が形成され、市民は過度に自動車に依存した生活スタイルにならざるを得なくなっています。

　この拡散した都市構造は。本市に限らず地方都市の課題であり、中心市街地の衰退やドーナツ化減少の進展など、都市機能全体の活力低下と魅力の喪失などが懸念されています。

　また、赤字の拡大による民間バス路線の相次ぐ撤退から公共交通空白地域が増大するなど、自動車が自由に使えない人々にとって極めて生活しづらい都市となっています。

公共交通機関の整備は、高齢者や障がいのある方などの日常生活の足を確保するものであり、極めて重要な課題であると言えます。

　本計画では、交通空白地帯の解消と効率的な運営による収支率及びサービス水準の向上を目的とし、路線計画等を見直すものですが、さらに、公共交通の発展が市全体の活力向上に寄与するものと考え、「まちづくりは公共交通」からという考えのもと、計画を策定しました。

　また、策定に当たっては、既存公共交通である東武鉄道や民間路線と競合を避け、連携することにより、自動車を使わなくても移動し易い都市の構築を目指します。

第2節　基本コンセプト

（1）バス乗車時間の短縮と運行本数の増加

　現在の路線は、国道・県道等の基幹路線から住宅地を経由するといった、入り組んだ路線となっており、コの字迂回や丁字迂回が多く、同じ道路を数回通過する路線配置となっているため、起点から終点まで乗車したとすると、最長50分～60分となってしまい、往復で2時間近くの乗車を強いられることとなってしまいます。そのため、運行本数も少なく、利用者はその「不便さ」を感じてしまい、自動車や自転車等を利用した市内移動を選択することにより、バスの利用者が減少しているものと考えられます。

　そこで、本計画では、再編する路線バスの最長乗車時間を30分台となるよう時間損失のない効率的な路線を設定し、乗車時間の短縮と運行本数の増加を図ることによって、「公共交通で移動しやすいまち　太田」を目指します。

（2）クラスター型都市構造の構築

　太田市は、太田地区、尾島地区、新田地区、藪塚地区が独自の発展を遂げたことから、多極分散型構造を形成してきました。そのため、「暮らしやすい　太田」を実現するためには、太田駅を中心とした地域と各地区間との移動が自動車に依存しなくても円滑に行えるよう配慮していく必要があります。

　そのため、本計画では、路線を選定するにあたり、旧太田市と尾島地域、新田地域、藪塚地域、それぞれの地域を公共交通で結ぶ「焼きまんじゅうと串」の都市構造を目指します。ここで、焼きまんじゅうに相当するのは、日常生活に必要な都市機能が整った生活圏（尾島地区、新田地区、藪塚地区、大泉町）であり、串に相当するのは一定以上のサービス水準が確保された公共交通を表します。

　一極集中ではなく、太田駅を本丸としながら、諸機能が集積された地域を配したクラスター型都市構造を目指します。

　また、それら「焼きまんじゅう」部分に都市機能を集積させ、交通空白地帯の解消を目指した公共交通軸を「串」の部分に位置づけることによって、都市機能の強化と公共交通の発展に寄与するものと考えられます。
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第3節　計画の期間

　計画の期間は平成21年度からとします。計画策定後の21年度に路線の詳細な見直しを行い、22年度から太田市地域公共交通総合連携計画を実行します。

　施策にかかる整備計画や目標等は計画最終年度である25年度における達成目標数値とします。
表6　計画の期間
	計画

期間
	20年度
	21年度
	22年度
	23年度
	24年度
	25年度

	1年間
	計画策定
	
	
	
	
	

	1年間
	
	路線の見直し
	
	
	
	

	4年間
	
	
	太田市地域公共交通総合連携計画実施期間


第4節　計画の区域　

計画の区域は太田市全域及び大泉町とします。

第5節　計画の目標

　本計画の目標を以下に示します。
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第6節　基本方針

5つの基本方針

第5節で定めた計画の目標を達成するために、以下に示す5つの基本方針により、公共交通の充実を図り、目標の達成に努めます。
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地域公共交通は、交通事業者、行政、利用者、地域社会など多様な主体により担われています。

地域公共交通を維持確保するためには、交通事業者の自助努力はもとより、行政の支援を必要としていますが、何よりも市民や地域社会が自分自身の問題として主体的に考え、行動することが求められます。

持続可能な地域公共交通を実現するため、すべての主体の参画のもと、役割を分担し、連携と協働を図りながら施策を推進していくことが重要です。

また、自治会、老人会を通したフリーパス券の販売や地域住民によるバス停整備、維持管理（ゴミ拾い、修理等）を推進することにより、より身近に公共交通を感じてもらい市民自らが公共交通を支える主体としての意識の醸造を図ります。
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地域全体のモビリティを高め、将来にわたり市民や来訪者の移動手段を確保するためには、効果的、効率的な地域公共交通ネットワークの構築が求められます。
そのためには、一つの交通手段のみで全地域をカバーさせようとするのではなく、鉄道及び民間バスを基幹としつつ、補助交通としての市営バスと小規模需要に対応したデマンドタクシーや福祉有償輸送など、多様な移動手段を地域の状況に応じて最適に組み合わせた交通体系を構築します。
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（ア）モビリティ・マネジメントの実施

公共交通の利用離れに伴う地域のモビリティの低下や自動車に過度に依存した生活スタイルの進展による都市の拡散化、中心市街地の衰退などの課題は、一人ひとりの行動を「過度に自動車に頼る暮らし」から「適度に多様な交通手段を利用する暮らし」へと転換することにより、その解決が期待できます。

そのため、公共交通、自転車、徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に(=かしこく)利用する状態へ自発的に変えていくことを促す「モビリティ・マネジメント」を地域、職場、学校を対象に実施します。

（イ）公共交通利用促進のための環境の整備

公共交通の利便性を高めるため、乗り換えの連続性や需要に応じた路線やダイヤヘの見直しを行います。

また、ユニバーサルデザインに配慮した駅やバスターミナルなどの施設整備を推進します。

さらに、鉄道駅やバス停留所までの比較的短距離の移動手段として、自転車の利用は利便性が高いことから、駅やバス停に駐輪場を整備します。

（ウ）的確な情報提供

公共交通の利用者や自動車からの利用転換を促す対象者に対し、冊子やITを活用するなど様々な手段により、的確な情報を提供します。
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（

基幹交通）　東武鉄道、民間バス（朝日バス、矢島タクシー）

（補助交通）　市営バス、地域団体運営バス　など

（個別交通）　タクシー


交通事業者や行政など特定の主体に過度の負担がかからない持続可能な公共交通を実現するため、「事業者の自助努力」、「適正な受益者負担」、「地域社会の支援」、「これらを前提とした公的負担」など適切な費用負担の仕組みを構築します。

また、企業広告（バス停広告、時刻表広告、車内広告、放送広告）などを積極的に導入し、企業と一体となったバスを目指します。
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定時定路線型のバスだけではなく、利用者数や人の動きに応じて、様々な交通手段を選択し組み合わせることにより、地域にとって最適な移動手段を確保することが必要であり、ボランティア輸送やデマンドタクシー等、小規模な利用者に対応した低コストで運営可能な輸送体系の整備、運営を行政が支援していくことが必要となります。
　　　　地域の公共交通を確保するため、主体なって行動する地域団体の発掘、育成、支援を行うことが重要です。
　　　　持続的に交通手段を維持するため、すべてを公的な負担で賄うのではなく、適正な受益者負担を求めます。
第5章　実施計画

第1節　全体路線計画

　本計画における路線は、生活路線（通勤・通学、通院、買物等）としての機能を保ち、交通空白地帯の解消を目指し、設定しました。

　しかしながら、市の交通空白地帯全てをカバーするには、車両や費用が莫大となってしまいます。そこで、これらの路線を主要幹線位置づけ、交通空白地帯には将来小規模需要にも対応したシステムを検討し、交通空白地帯の解消を目指します。

設定に当たっては、X状に走る東武鉄道や民間バス路線、広域バス路線との役割分担を明確にし、それらの路線でカバーできない地域を市営バスの路線として選定しました。

　また、コの字型やＴ次型迂回を伴わない路線とし、極力市内の人口密集地を通過する路線とし、人口カバー率は従前路線より大幅に向上します。

　車両の確保にあたっては、現在の11路線を7路線とすることから、車両配置においても効率的に運用できるものと考えられます。

　路線の選定にあたっては、「1路線の移動時間を30分台」というコンセプトのもと、路線を直線配置し、右左折や迂回等を最小限に抑えた計画とします。

[image: image23.wmf]�C適切な費用負担の仕組みを構築

�C適切な費用負担の仕組みを構築


第2節　路線別計画

　現在の11路線を再編し、7路線としました。各路線ともに、通勤・通学、通院、買物需要を見込み、各路線の主な概要は以下のとおりです。

　また、方向幕については、観光客等にもすぐにわかるような施設や観光地名を取り入れたものとします。

（1）新田線（仮称）

　既存の新田線とほぼ同じルートとなりますが、伊勢崎市まで延長していた区間を廃止します。主な経由地は太田保健福祉事務所、太田合同庁舎、新田庁舎、新田暁高校となり、各路線中、最も多い利用者が期待できます。特に、太田駅の発着時刻を東武鉄道とリンクさせることにより、太田保健福祉事務所、太田合同庁舎周辺への通勤者の利用を取り込みます。

　また、太田保健福祉事務所・太田合同庁舎周辺への通勤者と現在利用している新田暁高校の生徒の競合に関しては、朝の１便を暁高校行き、２便を合同庁舎止まりとすることで、通勤・通学需要による混雑を回避します。

　新田庁舎の南を通過させることにより、新田庁舎や新田文化会館（エアリスホール）を経由する路線とし、市民サービスの向上を図ります。

（2）生品・藪塚線（仮称）

　藪塚方面への既存路線は東武鉄道に沿った路線となっていますが、本計画では、東武鉄道との競合を避け、今まで大きな潜在需要がありながら交通空白地帯であった地域に路線を設定します。

この沿線には、「パルタウン城西の杜」「グリーンタウンいくしな」等の住宅団地があるほか、太田警察署、法務局等の公共施設や県立太田産業技術専門校などの教育施設があります。終点は藪塚本町文化ホールとします。

また、生品神社を通過することにより、観光を目的とした乗車も期待できます。

（3）毛里田線（仮称）

　既存の毛里田線とほぼ同じルートとなりますが、太田駅より北に国道407号線から県道桐生・太田線沿いを北進し、桐生市にある日帰り温泉施設「桐生温泉湯らら」を終点とします。

この路線は、毛里田・只上地区の集客を見込み、主な沿線施設は、富士ヶ丘病院、太田福島総合病院、毛里田行政センターとなります。

また、桐生市おりひめバス２路線との乗り換えも可能となります。

　北関東自動車道の全線開通後は、商業施設の立地が見込まれることから、太田駅とを結ぶ幹線に位置づけられます。

（4）韮川線（仮称）

　韮川線は、経由地を大幅に見直し、路線の効率化を図ります。太田駅から佐野太田線を東進し、太田市道、竜舞・山前停車場線を経てカンケンプラザを終点とします。

　この沿線には、韮川行政センター、県立太田東高校があり、韮川・矢場地区及び休泊地区の需要を取り込みます。

（5）宝泉・世良田線（仮称）

　現在の尾島線の発着点を継承しますが、路線を大幅に見直し、宝泉線と統合し、県道由良深谷線を経由し、国道354号線のルートとなります。一部新田線と路線を供用することにより、太田保健福祉事務所・太田合同庁舎周辺への通勤者や高校生の通学需要と尾島地域の需要を取り込みます。

　この沿線には、宝泉行政センター、尾島庁舎（尾島保健センター）があるほか、終点を東毛歴史資料館（方向幕は世良田東照宮）とすることにより、県外からの観光客の利用も期待できます。

（6）沢野線（仮称）

　九合・尾島線と宝泉・世良田線の中間に位置し、県立がんセンターまでの路線となります。他路線と比べ最も短い延長となり、市内中心部と県立がんセンターを最短で結ぶ路線となることから運行本数の確保も期待できます。

　この沿線には、沢野行政センター、太田養護学校があり、沢野地区及び県立がんセンター利用者と牛沢団地から太田駅方面への通勤・通学者の需要を取り込みます。

（7）九合・尾島線（仮称）

　現在の尾島線の一部であり、民間路線と競合しないよう、国道407号線を通らずに南進し、国道354号線を経由し尾島公園を終点とします。一部沢野線と重なりますが、この路線により、国道354号線はほぼ全線に渡りカバーできることになります。

　この沿線には、市民会館、九合行政センターがあり、尾島図書館・尾島公園へ至る路線であり、国道354号線沿線地域から九合地区に至る、通勤・通学需要を取り込みます。

現在の路線は、太田市尾島健康福祉増進センター(利根の湯)の玄関まで運行していますが、本計画においては時間短縮の面から、道路上での乗降へと変更します。

　本路線上の医療機関は城山病院や堀江病院、群馬県立がんセンターがあることから、通院需要に対応する路線とし、運行時刻を検討します。

　また、一部広域バス（千代田線、邑楽線）共通部分となることから、広域バスと連携し、スムーズな乗り継ぎや走行路線の競合がないよう、ルートを選定します。

第3節　新路線のカバー圏域

　新路線におけるカバー圏域は、下表より、民間路線、広域バス、東武鉄道11駅で115.96km2となっており、現在の路線バスの状況と比較すると約20km2の減少となります。しかし、現路線はコの字型迂回や丁字迂回が多数あり、時間のロスが大きくなっています。

　新路線は、そのような非効率的な迂回をなくし、全て直線の組合せとなっており、効率的な路線となっています。

　また、新路線は重複区間を太田駅周辺の最小限に抑え、太田市及び大泉町の居住地面積（山林、農耕地を除いた面積：119.44km2）の97.1％をカバーしています。

　なお、市営バス、民間バス路線、広域バス路線、東武鉄道でカバーできない地域については小規模輸送システム等によりカバーすることを検討します。

表7　新路線のカバー圏域

	
	路線延長（km）
	カバー圏域（Km2）

	新田線（仮称）
	17.1
	10.26

	生品・藪塚線（仮称）
	25.4
	15.24

	毛里田線（仮称）
	13.5
	8.1

	韮川線（仮称）
	12
	7.2

	宝泉・世良田線（仮称）
	19
	11.4

	沢野線（仮称）
	9
	5.4

	九合・尾島線（仮称）
	15.1
	9.06

	市営バス合計
	111.1
	66.66

	民間バス路線
	12.6
	7.56

	広域バス路線
	12.0
	7.2

	民間・広域バス計
	24.6
	14.76

	東武鉄道駅
	11駅
	34.54

	合　計
	135.7
	115.96


　　　　※重複区間は太田駅周辺のみの1.94kmのみ

第4節　運行時刻の検討

　全ての路線は太田駅を基点とし、放射状に展開する路線となります。特に、通勤・通学需要に対応させるとともに、モビリティ・マネジメントを促進させることによって、温室効果ガスの排出抑制や渋滞の緩和、交通事故の削減といった二次効果も期待できます。

　基本的には太田駅を起点として、各路線ごとの運行間隔を均一化するとともに、1日に3回（朝、昼、夕）は全てのバスが太田駅に集まるよう、適切なダイヤを設定します。

また、目標を30分～1時間に1本とし、現在よりもサービス水準の向上を図ります。

　さらに、太田駅発車時刻、到着時刻は東武鉄道の列車到着時刻、発車時刻に合わせ、東武鉄道利用者がスムーズにバスに乗車できるようにし、また、バス利用者がスムーズに東武鉄道に乗車できるよう時刻表を設定するため、特に注意する運行需要は以下のとおりとなります。

表8　需要名と時間帯

	需　要　名
	時　間　帯

	①通勤・通学需要（郊外から市中心部への）
	6時30分～8時

	②通勤・通学需要（市中心部から郊外への）
	7時30分～8時30分

	③通院需要
	8時30分～10時

	④買物需要（午前・午後）
	10時～12時、13時～15時

	⑤通学需要（帰宅）
	16時～17時30分

	⑥通勤・通学需要（帰宅・高校生部活後帰宅）
	17時30分～19時

	⑦通勤・通学需要（帰宅・高校生塾後帰宅）
	19時～20時30分


　これらの需要を満足するような運行時刻を検討する必要があります。

特に、モビリティ・マネジメントを促進するためには、朝・夕の通勤・通学需要を満足することが重要と考えられます。

　また、路線ごとの需要は以下のとおりとなり、需要に対応する時刻設定が必要となります。

表9　路線ごとの想定需要

	路線
	想定需要名
	対象施設

	①新田線
	通勤・通学、通院、買物
	太田保健福祉事務所、東部県民局

新田診療所、太田高校、太田女子高校、新田暁高校、大型SC、ユーランド新田

	②生品・藪塚線
	通勤・通学、通院、買物
	太田保健福祉事務所、東部県民局

産業技術学校、第一病院、太田警察署前橋法務局太田支局、太田産業技術専門校

	③毛里田線
	通勤・通学、通院、買物
	富士ヶ丘病院、福島病院、

桐生温泉湯らら

	④韮川線
	通勤・通学、買物
	太田東高校、大型ＳＣ

	⑤宝泉・世良田線
	通勤・通学、通院、買物、観光
	太田保健福祉事務所、東部県民局

大型SC、世良田東照宮

	⑥沢野線
	通勤・通学、通院
	太田養護学校、県立がんセンター

	⑦九合・尾島線
	通勤・通学、通院、買物
	学習文化センター、常盤高校、城山病院、堀江病院


■東武鉄道との市営バスとの乗換えを重視した通勤・通学ダイヤ設定例

※平成21年1月現在の東武鉄道の時刻表より

【ケース１】太田市内からの隣接市町へ通勤・通学

①館林方面への発車　：7時26分

　②伊勢崎方面への発車：7時19分

　③新桐生方面への発車：7時17分

　④小泉方面への発車　：7時18分

太田駅7時10分着とすると、近隣市町村への通勤・通学需要に対応できます。

【ケース２】隣接市町から太田市内への通勤・通学

①館林方面からの到着　：8時05分

　②伊勢崎方面からの到着：8時05分

　③新桐生方面からの到着：7時40分

　④東小泉方面からの到着：8時04分

太田駅発8時10分とすると、高校及び事業所の平均始業時間（8時30分）に対応できます。

新田線については7時45分発とすると、新田暁高校の始業に対応できます。

【ケース３】太田市内からの隣接市町への帰宅

①館林方面への発車：18時13分

　②伊勢崎方面への発車：18時12分

　③新桐生方面への発車：18時34分

　④東小泉方面への発車：18時10分

太田駅着18時00分とすると、隣接市町への帰宅需要に対応できます。

【ケース４】隣接市町から太田市内への帰宅

①館林方面からの到着　：18時35分

　②伊勢崎方面からの到着：18時49分

　③新桐生方面からの到着：18時43分

　④東小泉方面からの到着：18時34分

太田駅発18時55分とすると、近隣市町からの帰宅需要に対応できます。

第5節　鉄道及び民間路線バス・隣接自治体バスとの連携

（1）東武鉄道との連携

　　　　前述のとおり、東武鉄道の時刻表とリンクさせることによって、利用者にとってより使いやすい公共交通となることができます。

（2）民間路線バスとの連携

　　　　現在、市内には、太田駅と熊谷駅を結ぶ路線（矢島タクシー、朝日自動車）と太田駅とイオンモール太田を結ぶ路線（矢島タクシー）の民間路線がありますが、民間路線と競合しない路線を選定し、民間路線エリアとの役割分担を明確にします。

　また、これらの民間路線は太田駅南口を起点とすることから、各事業者にダイヤ改正等の依頼を行い、市営バスとの乗り継ぎ時間の短縮を図ります。

（3）隣接市町村バスとの連携（相互乗り入れ等）

　　　現在、本市に乗り入れている千代田・大泉線、邑楽線に対しては、路線やダイヤの調整を依頼します。

　　　

　　

第6節　運賃の検討

（1）運賃の検討

交通事業者や行政など特定の主体に過度の負担がかからない持続可能な公共交通を実現するためには、地域公共交通の維持・整備等に要する費用は、受益者負担を原則とし、利用者からの運賃収入で賄うことを基本とすることが望ましく、広く、多くの年代層に公平な負担をしてもらうという考えのもと、運賃を検討します。

　収支率の向上は、事業規模を拡大し、サービス水準（路線の拡大や運行本数等）を増大させることが可能となります。

　現在は、特定の年齢層への割引運賃を行っていますが、高齢者や学生への割引等は行わず、全市民一律の料金徴収とし、中学生以上の料金を1乗車200円と設定します。（ただし、小学生は100円、未就学児は無料、障害者は半額）

　負担増となる学生や高齢者へは、「負担は増えるが、運行本数の増加等サービス水準は高くなる」ことを説明し理解を得ることが必要となります。

　

（2）多様な割引制度の検討

　運賃を全市民一律にする一方、回数券等の割引制度を設けます。基本的に子ども用（小学生）1,000円（100円×11枚）、一般用（中学生以上）2,000円（200円券×11枚）とし、さらに、高齢者については、敬老割引回数券を創設します。

　定期券は、路線ごとでなく全線で利用ができるようにし、割引率も50％以下とすることにより、通勤・通学者への負担を軽減します。

また、1日券（全線利用可能）を設定するなど、利用しやすく、わかりやすい運賃とすることにより、利用者の増加を図ります。

　

【定期券及び１日券の設定例】

　一般定期：6,000円/月（5割引）

　通学定期：4,800円/月（6割引）

大人一日券：500円、小学生一日券：250円

（3）適切な収支率の設定

　現在、市の負担額は年間約8,000万円（平成19年度）ですが、この負担額をベースに事業費と収支率を設定します。

　本計画における初年度（平成22年度）における運賃等収入（運賃収入、回数券収入、広告収入を含む）を4,000万円と見込み、事業費総額を1億2,000万円とし、再編による経営の合理化により収支率33％を目指します。

　最終年度である平成25年には、運賃等収入8,000万円、総事業費を1億6,000万円とし、収支率50％を目指します。

　このように、事業費を増加させることにより、サービス水準（路線の拡大や運行本数）の増加を図ります。

第7節　モビリティ・マネジメントの推進

モビリティ・マネジメント（MM）とは、当該の地域や都市を、「過度に自動車に頼る状態」から、「公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に（＝かしこく）利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取り組みを意味するものです。こうした施策目標は、TDM（交通需要マネジメント）と同様ですが、「環境や健康などに配慮した交通行動を、大規模、かつ、個別的に呼びかけていくコミュニケーション施策」を中心として、ひとり一人の住民や、一つ一つの職場や組織等に働きかけ、自発的な行動の転換を促していく点が、その大きな特徴です。そして、こうしたコミュニケーション施策を中心として、

	　

・交通システム運用改善等のＴＤＭ施策

　・交通システムそのものの改善や新規導入

　・そうした諸施策の実施主体の「組織の改変」や「新たな組織の構築」　等




こうした取り組みを通じて、最終的に、当該の地域や都市において「公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に（＝かしこく）利用する状態」を目指す。これが、モビリティ・マネジメント（MM）と呼ばれる取り組みです。

渋滞や環境問題をはじめとして、公共交通の利用者離れに伴う地域モビリティの質的な低下や、モータリゼーションの過度な進行による都心のスプロール化や中心市街地の活力の低下など、現代には、「交通」に関わる様々な問題が生じています。

こうした問題は、ひとり一人の行動が「過度に自動車に頼る暮らし」から「適度に多様な交通手段を利用する暮らし」へと転換することがあってはじめて、その解消が期待できることとなります。

モビリティ・マネジメントとは、まさに、このような視点にたって、交通政策を考えるものです。そして、人々の交通行動は、「交通システムや施設の改変」によっても変わることがあると同時に、「人々の意識が変わること」によっても変わる、という当然の事実に着目します。そして、人々の意識に働きかける「コミュニケーション施策」を大規模に実施していく一方で、様々な「交通システムやその運用の改善」をバランス良く進めていきます。

しかし、本市におけるこれまでの交通施策では、この「当然の事実」、つまり、人々の意識に働きかける「コミュニケーション施策」の有効性は十分に配慮されてきませんでした。それ故、せっかく整備した交通インフラも、その潜在能力を十分に発揮していなかったと考えられます。その点を踏まえると、「既存の交通インフラの有効利用」のためにも、そして、「限られた交通施策の財源の有効活用」のためにも、現在、モビリティ・マネジメントの重要性が求められています。

第8節　付加価値の検討

（1）乗客増加のための方策

　　　本市をはじめ、自動車による移動が中心の都市では、「バスの乗り方がわからない」など、公共交通についての基礎的な認識が薄れているといえます。公共交通を整備しても乗る側の意識が低いままでは、積極的なモビリティ・マネジメントの推進は不可能となります。

　　　そこで、本計画における再編に当たっては、バス路線の変更に伴う住民説明会を各地区や各学校で実施し、バスの乗り方・使い方、運賃等の説明を行うものとします。

また、全路線の時刻表に加え、地区別、目的施設別の個別時刻表（ポケットに入る大きさ）を作成し、各世帯に配布することによって、さらに再編後のバスに対する住民意識の高揚を図ります。

再編後のバス路線の周知を徹底し、広く市民に普及させることによって、「自分たちのバス」という認識を持ってもらい、より身近に公共交通を捉えられるということが重要となります。

（2）フリーパス券の導入

　　本再編は平成22年度を初年度としますが、平成23年度からはフリーパス券を導入します。フリーパス券は1年間の実証実験とし、使用期限は平成24年3月31日とします。

フリーパス券の価格は通常の定期券よりも割安な価格設定とし、購入時期によって金額が変動するものとします。

　　　また、販売については、市役所、行政センター、個人商店等多様な販売所を設けることにより、「どこでも買えるフリーパス券」を導入します。　

最終目標は、太田市ごみ袋販売店と同数（コンビニエンスストア等）での販売を目指し、市内の商工団体に協力を依頼します。

　　　また、市のホームページや広報紙のみならず、エフエム太郎によるCM、チラシの作成など、積極的な周知を図り、普及に努めます。

　

【販売例：１月当たりの価格を500円、使用期限を平成24年3月31日と仮定】

	購入月
	販売金額
	購入月
	販売金額

	平成23年4月
	6,000円
	平成23年10月
	3,000円

	平成23年5月
	5,500円
	平成23年11月
	2,500円

	平成23年6月
	5,000円
	平成23年12月
	2,000円

	平成23年7月
	4,500円
	平成24年1月
	1,500円

	平成23年8月
	4,000円
	平成24年2月
	1,000円

	平成23年9月
	3,500円
	平成24年3月
	500円


また、このフリーパス券（年間6,000円と仮定した場合）を小学生以上の市民の約5％が購入したとすると、

　10,000人（200,000人×５％）×6,000円　＝　60,000,000円

このように、フリーパス券で約6,000万円の収入が見込まれます。

（3）商店街との連携

市の関係各課や商工会議所と協議を行い、フリーパス券を提示すると割引やサービスが受けられるよう、フリーパス券による付加価値を検討します。これにより、フリーパス券の購入促進効果と商店街の集客効果が得られ、中心市街地活性化に繋がると考えられます。

特に、太田市の中心市街地の個人商店と連携を行うことにより、郊外大型店舗に対抗できるよう、中心市街地活性化に努めるとともに、公共交通を軸としたまちづくりを展開します。

　

（4）運転免許返納者への無料乗車券（１年間）の支給

現在、高齢者の交通事故が全国的に見ても問題視されており、年間の死傷者も増加傾向にあります。太田警察署管内における高齢者の交通事故推移を見ると、平成19年が最も多くなっており、20年は若干減少したものの、全体的に見ると増加傾向にあり、群馬県内での構成率は21.1％となっています。また、平成20年における高齢者の死者は8名となり、過去5年間で最も多くなっています。

そこで、自ら運転免許を返納した高齢者に対し、無料乗車券を交付し、バスを利用してもらいます。1年間でバスでの生活に慣れてもらい、翌年以降はフリーパス券等を購入してもらうものとします。

これにより、市内での高齢者による交通事故の減少に期待ができ、高齢者にとっても暮らしやすい太田市を目指します。
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図4　太田警察署管内における高齢者の事故件数及び県内での構成率

（5）バス利用圏の拡大

　　拠点バス停（行政センターや終点バス停）に駐輪場を整備し、自転車でバス停まで来てバスに乗る「サイクル＆バスライド」を推進します。これにより、バス停付近の乗客のみならず、バス停からある程度離れている方の需要が見込まれ、バス利用圏の拡大を目指します。

　　バスのみならず、他の交通手段との組み合わせることによって、さらに多くの需要を見込むことができます。

（6）観光との連携

　　前述の拠点バス停や終点バス停に現在、市が推進している「黄色い自転車」を設置し、観光等で訪れた方が自転車に乗り観光を行うことができるよう整備を行います。

　　また、市営バスを使った観光モデルコースを設定し、パンフレットやホームページ等によるPRを行うことによって、市民のみならず、観光客にもやさしい太田市バス路線とします。

第9節　市民参加によるバス環境づくり

（1）1％まちづくり事業の活用

　市が行っている「1％まちづくり事業」を活用し、住民主体によるバス停へのベンチの設置や簡易駐輪場の整備等を行います。

　この事業を用いることにより、市営バスがさらに市民に深く浸透し、地域及び生活の一部となるよう、事業を推進します。

	【参考：1％まちづくり事業】

太田市では、地域コミュニティをより活性化させるための事業として、市税の１％相当を財源に、「地域が考え行動し汗を流す」行政と住民の協働事業を平成１８年度から実施しています。この事業は、地域の人たちの知恵と労力により市税を有効活用し、地域を活性化させようとするもので、環境美化事業や花いっぱい事業、公園リメイク事業などを中心に、多くの事業が実施されています。

事業が実施された地域では、地域内で新たな交流が始まったり、多くの人が集まったことによって地域への関心が高まり新たな課題への取り組みが始まったりと、いろいろな効果も出てきています。


（2）住民参加による清掃活動

　1％まちづくり事業と平行して住民自らのバス停の清掃など、住民参加型の市営バス運営とします。バス停の管理は市が行うのには限界があり、市民の協力が不可欠です。バス停の維持・管理を地域住民にお願いすることにより、市民により身近にバスを感じてもらえるよう、普及・啓発を行います。

（3）バス愛称の公募

バスの愛称を市民から公募します。市民自らが決めた愛称のバスにすることによって「市民主体のバス環境づくり」を推進し、市民の生活にバスを定着させます。

（4）ラッピングバスの検討

バス本体広告を廃止、本市及び本県出身、またはゆかりのある著名人にバスのラッピングデザインを依頼することによって、「市民のバス」という意識を定着させ、観光客等をターゲットにするなど、話題性に富んだバスとします。

第6章　今後の課題

　本計画では、バス路線の効率化、他の公共交通との明確な住み分けを主に検討しました。しかしながら、市の全てのエリアにバスを通すことは効率や経営を考慮すると不可能となります。市税を投入する以上、一定以上のサービス水準の確保が必要となり、どうしても交通空白地域が存在してしまいます。

　今後の課題は、それら交通空白地域における輸送の確保となります。具体的には、新田木崎地区（木崎駅以北～新田総合支所までのエリア）、新田市野倉地区、只上地区となりますが、これらの地区には「小規模需要に対応した移動手段」を導入し、交通空白地帯の解消に努めるものとします。

　「小規模需要に対応した移動手段」とは、デマンドバスシステム等が考えられますが、最寄のバス停までなど運行範囲や利用対象者を限定することによって、低コストで効率の良いサービスが提供出来るものと考えられます。

また、要介護認定者や障がい者は福祉輸送タクシーを利用してもらい、比較的元気な高齢者には市営バスを利用してもらうなど、NPO等が行う福祉輸送タクシー等との明確な住み分けを行います。

これらの移動手段を組み合わせることにより、全市民が地域により、人により、最適な移動手段が使えるような交通ネットワークを構築します。

また、随時、利用者や市民から意見を聴きながら、路線やダイヤを等の見直を実施し、地域公共交通に対する市民の満足度の向上を図るとともに、モビリティ・マネジメントを推進する中で自動車のみに依存しない社会の構築を目指します。

第7章　計画の推進

第1節　太田市地域公共交通活性化協議会の位置づけ

太田市地域公共交通活性化協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議及び連携計画の実施に係る連絡調整を行う組織です。

太田市地域公共交通活性化協議会は、道路運送法の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置されました。
第2節　地域との連携

　バスの運営は市のみならず、バス停の維持・管理など地域との連携が不可欠となります。再編後は「市民のバス」という認識のもと、各地域と連携して市営バスの継続的発展に努めます。1％まちづくり事業の活用や、市営バスボランティアの募集など、行政が一方的に行うサービスではなく、市民主体の生活の一部としてバス路線を位置づけ、地域でできることは地域で行うよう、普及・啓発を行います。また、バス停への地域住民による駐輪場の設置・管理等を進め、地域の人がバスを利用し易いような環境整備に努めます。

第3節　人材の育成

　地域公共交通は長期的な視点で検討する必要があります。市の状況、市内の状況、乗客の状況等全てを長期的な視野で分析し、路線の選定、運行委託会社との調整を行うことが求められます。

そのためには、専門的な知識習得のための視察や研修会等へ積極的に参加するなど、市の担当職員の専門性を高めるとともに、施策の連続性の確保に考慮した職員配置や異動が求められます。

　また、中心市街地活性化やまちづくりの活動を行う動を行う地域団体や、商工団体、NPO等、地域団体の中にも地域公共交通の専門家の育成支援が必要です。

第3節　進捗状況の確認

　本計画の推進に当たっては、計画期間である平成25年度まで、毎年の進捗状況の確認を行うとともに、『PLAN（計画）』し、『DO（実施・運用）』し、『CHECK（点検）』し、『ACTION（見直し）』をする、という一連のサイクルを確実に実行することが必要となります。そのためには、市民や学識経験者等の第三者で構成する「評価委員会」等を設置し、進捗管理を行うとともに、次年度以降の方針を決定する必要があります。

資　　料　　編

1.太田市地域公共交通活性化協議会規約
平成20年6月5日制定
（目　的）
第１条　太田市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通総合連携計画（以下「連携計画」という。）の作成に関する協議及び連携計画の実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
（事務所）
第２条　協議会は、事務所を太田市浜町２番３５号　太田市役所内に置く。
（協議事項）
第３条　協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 連携計画の策定及び変更の協議に関すること
(2) 連携計画の実施に係る連絡調整に関すること
(3) 連携計画に位置づけられた事業の実施に関すること
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の対応、運賃及び料金等に関する事項
(5)　市運営有償運送の必要性及び旅客から収容する対価に関する事項
(6)　旅客の利便性を損なわない変更事項については、決定後、速やかに構成員に報告する。
1　運行時刻の変更
2　運行回数を増加する変更
3　バス停留所の新設
4　バス停留所の位置及び名称の変更
5　天災や工事等の事由により、その路線が運行できない場合の路線の変更
(7) 前各号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要なこと
（組織）
第４条　協議会の委員は次に掲げる者とする。
(1) 市長またはその指名する者
(2) 公共交通事業者及びその組織する団体
(3) 住民または利用者の代表
(4) 関東陸運局群馬運輸支局長またはその指名する者
(5) 公共交通事業者の運転者が組織する団体
(6) 道路管理者、群馬県知事、太田警察署長またはその指名する者、学識経験者その他市長が必要と認める者
（役員の定数及び選任）
第５条　協議会に次の役員を置く。
(1)会　長   1人
(2)副会長  １人
(3)監　事   2人
2　会長は委員の中から互選により選任する。
3　副会長及び監事は、会長が委員の中からこれを選任する。
4　会長、副会長及び監事は相互に兼ねることはできない。
（役員の職務）
第６条　会長は協議会を代表し、その会務を総括する。
2　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
3　監事は、協議会の会計を監査する。
　
（委員の任期）
第7条 委員の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期
は、前任者の残任期間とする。
2　委員は再任されることができる。
（会議）
第８条　協議会の会議（以下｢会議｣という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。
2　会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3　委員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合、代理のものを出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。
4　会議の議決は、出席委員の３分の２以上で決する。
5　会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
6　協議会は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。　
７　前６項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議結果の尊重義務)

第９条　協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。
　　
（部会）
第１０条　協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ協議会に部会を置くことができる。
2　部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
（事務局）
第１１条　協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2　事務局は、太田市市民生活部交通政策課に置く。
3　事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4　事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
（経費の負担）
第１２条　協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、及びその他の収入をもって充てる。
（財務に関する事項）
第１３条　協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
　　（協議会が解散した場合の措置）
第１４条　協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。　
（委任）
第１５条　この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附　則
1　この規約は、平成２０年６月５日から施行する。
附　則
2　この規則は、平成２０年１０月３日から施行する。
2.太田市地域公共交通活性化協議会委員名簿
（敬称略）
	Ｎｏ
	団　　体　　名
	役　　職
	氏　　名
	備　考

	　１
	ＮＰＯ法人環境システム研究会
	理 事 長
	横島 庄治
	

	　２
	東武鉄道株式会社
	太田駅長
	中野　実
	

	　３
	朝日自動車株式会社
	専務取締役
	森　康彦
	

	　４
	株式会社矢島タクシー
	代表取締役
	矢島 正弘
	

	　５
	群馬県ハイヤー協会東毛支部
	太田地区会長
	石川 敏正
	

	　６
	尾島自動車株式会社
	代表取締役社長
	矢島 祐輔
	

	　７
	株式会社太田タクシー
	代表取締役社長
	栗原　嘉久三
	

	　８
	ニュー太田交通株式会社
	代表取締役社長
	市村　寛二
	

	　９
	株式会社富士タクシー
	代表取締役社長
	須永　誠介
	

	１０
	社団法人群馬県バス協会
	会　　長
	小暮 達也
	

	１１
	太田市区長会
	会　　長
	福田 良夫
	

	１２
	太田市老人クラブ連合会
	会    長
	相川 卓也
	

	１３
	太田市身体障害者団体連絡協議会
	会    長
	増田 英雄
	

	１４
	太田地区高等学校生徒指導部会
	部 会 長
	辻村 好一
	

	１５
	太田市くらしの会
	会    長
	中川 益子
	

	１６
	太田市議会市民経済委員会
	委員長
	町田 正行
	

	１７
	関東運輸局群馬支局
	首席運輸企画専門官
	都丸 典幸
	

	 １８
	太田土木事務所
	所    長
	平塚 照三
	

	１９
	群馬県県土整備部交通政策課
	課    長
	茂木 悦郎
	

	２０
	群馬県太田警察署
	署    長
	石井 雅博
	

	２１
	太田商工会議所
	専務理事
	松田 賢治
	

	２２
	都市計画部
	副 部 長
	細金 義光
	

	２３
	都市整備部
	副 部 長
	亀井 俊光
	

	２４
	産業環境部
	副 部 長
	久保田孝明
	

	２５
	福祉こども部
	副 部 長
	新井 俊博
	

	２６
	太田市教育委員会
	副 部 長
	大澤 範之
	

	２７
	太田市市民生活部
	部    長
	浅海 崇夫
	

	２８
	太田市市民生活部
	副 部 長
	金子 敏夫
	


3.太田市地域公共交通活性化協議会開催経過

	
	開催日・会場
	議題等

	第１回
	平成20年6月5日

市役所　3階　大会議室
	1　事業概要について

2　協議会会則について

3　今後の事業計画について

	第2回
	平成20年10月3日

市役所　3階　大会議室
	1　太田市地域公共交通活性化協議会規約

の変更について

2　太田市地域公共交通活性化協議会予算

（案）について

3　地域公共交通総合連携計画素案策定計

画について

4　部会の編成について

	第3回
	平成21年3月13日

尾島庁舎　4階　会議室
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